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◆必要のないものはきっぱり断りましょう。

◎高齢者世帯等で見慣れない商品や

領収書、請求書などを見つけたら、

どうしたのか聞いてみましょう。

◆クーリング・オフの期間が過ぎていても

解約できることもあります。

できるだけ早く消費生活センターへ

相談しましょう。

◎置き薬の契約を結んだことをきっかけに

高額な健康食品を次々に勧められ、

気付けば多くの不要な商品を購入

していることがあります。

◆訪問販売で契約した場合、クーリング・

オフできることがあります。

岩出市役所（消費生活相談） 和歌山県消費生活センター
〒６４９－６２９２ 〒６４０－８３１９

岩出市西野２０９番地 和歌山市手平２丁目１－２ 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛８F

TEL：０７３６－６１－６９６６ TEL：０７３－４３３－１５５１
平日８：４５～１７：３０ 平日９：００～１７：００

毎週木曜日 １３：００～１６：００（専門相談員） 土・日１０：００～１６：００（電話相談のみ）


